
平成２２年は、特許法の前身となる専売特許条例が公布されてか
ら１２５周年にあたります。我が国が知的財産立国を宣言してから８年
余り、私たちの身の回りで特許、意匠、知財といった言葉を耳にする
機会は格段に増え、知的財産が企業経営や研究開発において重要
な役割を担うことは多くの方の共通認識となっています。

本説明会は、特許庁、東北経済産業局特許室の主催により、知的
財産の世界に第一歩を踏み出そうとする、企業等の知財部門に新た
に配属された方、大学・公設試験研究機関等で研究開発に携わる方、
知的財産権について学びたい、また興味がある方など、初心者レベ
ルの方を対象に開催致します。

特許・実用新案・意匠・商標の制度概要を中心に、産業財産権に
関連する支援策等も紹介いたします。参加費は無料ですので、この機
会にご参加下さい。

事前申込制
定員になり次第締切ります

説明内容

講 師

開催日時

会 場

定 員

参 加 費

知的財産権制度の概要について

（産業財産権制度関連支援策の概要を含む）
◆説明会のテキストは、開催当日に受付で配布いたします。

◆講義内容以外の具体的案件に関するご質問・お問合せ等には回答しかねますので

あらかじめご了承下さい。

特許庁 産業財産権専門官

平成２２年８月２４日（火）

１３：３０－１７：００ （途中休憩あり・質疑応答を含む）

８０名

無料

平成22年度 知的財産権制度説明会（初心者向け）のご案内
主催：特許庁・東北経済産業局特許室

青森県観光物産館アスパム ４階「奥入瀬」

（青森市安方一丁目1番４０号）

◆会場までのアクセス

・ J R青森駅より徒歩１０分

（駐車場には限りがありますので、できるだけ

公共交通機関をご利用下さい。）
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【会場位置図】



FAX：０１７－７６２－７３５２

平成22年度初心者向け説明会 参加申込用紙

申 込 先

申 込方法

（社）発明協会 青森県支部
（ 〒０３０－８５７０ 青森市長島1丁目１－１ 県庁北棟１Ｆ ）

①この参加申込用紙に記入の上、FAXを送信

（ FAX ： ０１７－７６２－７３５２ ）

②上記と同じ項目を記載してe-mailを送信

（ e-mail ：

※お電話でも承ります。（なるべく上記の方法でお願いします）

（ 電話 ： ０１７－７６２－７３５１ ）

お問合せ先
◆会場・申込みに関すること

（社）発明協会 青森県支部 電話 ： ０１７－７６２－７３５１

（社）発明協会 地方連携チーム 電話 ： ０３－３５０２－５４４８

フリガナ フリガナ

参加者氏名
企業、団体名
（個人の方は除く）

電話番号 ファクシミリ番号

メールアドレス

住　所（任意）

フリガナ フリガナ

参加者氏名 企業、団体名
（個人の方は除く）

電話番号 ファクシミリ番号

メールアドレス

住　所（任意）

◆申込確認返信用 使用欄◆ 【No. 】

お申込みを 月 日に受け付けました。ご参加をお待ちしております。

※本説明会のお申込みに際しご提供いただいた個人情報は、本説明会へのお申込みの確認及び特許庁・

東北経済産業局主催の各種説明会のご案内以外には使用いたしません。


